
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  平成 26 年４月～６月裁決事例               

Ｑ：国税不服審判所から裁決事例が公表さ

れたそうですが、どのようなものがありまし

たか？                                          

                                             

Ａ：次のようなものがありました。 

【解説】 

さきごろ、国税不服審判所から平成26年４

月から６月の裁決事例が公表されました。内

訳は、国税通則法関係が３件、所得税法関係

が６件、法人税法関係が１件、相続税法関係

が５件、消費税法関係が１件で全部で16件で

した。主なものには、次のようなものがあり

ます。 

 【所得税法関係】 

 ・請求人が行った賃貸用マンションのシステ

ムキッチン等の取替工事に係る費用は、そ

のマンションの価値を高め、その耐久性を

増すことになると認められるから、修繕費

ではなく資本的支出に該当するとした事例 

 ・請求人らが土地の譲渡に際して支払ったコ

ンサルタント料等は、譲渡所得の計算上譲

渡費用に当たらないとした事例 

 【相続税法関係】 

 ・所有する宅地に隣接する宅地を相当の地代

を支払い借り受けている場合は、借地権の

価額は零と評価されるが、これらが一体で

利用されている場合には、これらを併せた

全体を評価単位（1画地の宅地）として一体

で評価することが相当であるとした事例 

 【消費税法関係】 

 ・米軍基地内における資産の譲渡等は非課税

取引に該当するとした事例 
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